
○国立大学法人筑波大学学長選考要項 
 

令和４年５月２０日 

学長選考・監察会議決定 

改正 令和６年９月２０日 

国立大学法人筑波大学学長選考要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第１２条第２項の規定に基

づき国立大学法人筑波大学における学長選考・監察会議が行う学長の選考に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（選考基準） 

第２条 学長の選考は、別紙の学長選考基準により行うものとする。 

２ 学長選考・監察会議は、前項の学長選考基準を変更したときは、遅滞なく、これを公表する

ものとする。 

 

（選考時期） 

第３条 学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当するときに学長を選考する。 

(1) 学長の任期が満了するとき。 

(2) 学長が辞任を申し出たとき。 

(3) 学長が欠員となったとき。 

(4) 学長が解任されたとき。 

２ 学長選考・監察会議は、前項第１号に該当するときは任期が満了する日の原則として５箇月

前に、同項第２号から第４号までに該当するときは速やかに、学長を選考するものとする。 

 

 （選考日程等の公示） 

第４条 学長選考・監察会議は、学長の選考に当たり、選考日程その他学長の選考の実施に必要

な事項を、あらかじめ公示するものとする。 

２ 前項に規定する公示は、別記様式第１号により、筑波大学教職員専用サイト（以下「教職員

専用サイト」という。）への掲載及び本部棟の掲示板への掲示により行うものとする。 
３ 学長選考・監察会議が必要と認めたときは、公示に必要な事項を別記様式第１号に記載する

ことができる。 
 

（学長候補者の推薦） 

第５条 学長選考・監察会議は、学長の選考に当たり、次の各号による推薦を求めるものとする。

ただし、推薦されることに同意した者でなければならない。 

 (1) 教育研究評議会が定める手続による推薦 

 (2) 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１６年法人規則第１号）

第１５条第１項第５号に規定する経営協議会の学外委員の推薦 

２ 前項に規定する推薦は、推薦書（別記様式第２－１号又は別記様式第２－２号）、略歴書（別

記様式第３号）、業績調書（別記様式第４号）、推薦者名簿（別記様式第５号）、同意書（別

記様式第６号）及び所信表明書（別記様式第７号）（以下「推薦書等」という。）を添えて、



学長選考・監察会議に行うものとする。 

 

（学長予定者の決定） 

第６条 学長選考・監察会議は、前条第２項に規定する推薦書等を審査した後に学長候補者全員

との面談を行い、これらの結果に基づき、学長予定者を決定するものとする。 

２ 学長選考・監察会議は、学長予定者を決定する場合には、３分の２以上の委員が出席し、出

席者の３分の２以上の多数をもって決するものとする。 

３ 学長選考・監察会議は、学長予定者を決定したときは、速やかに公示する。 

４ 前項に規定する学長予定者の公示は、別記様式第８号により、速やかに、教職員専用サイト

への掲載及び本部棟の掲示板への掲示により行うものとする。 
 

（再任の審査及び決定） 

第７条 学長が引き続き再任される場合において、その任期が新たな中期計画期間にまたがらな

い場合の学長の選考方法は、前２条の規定にかかわらず、当該学長の再任の審査によるものと

する。 

２ 前項の再任の審査を行う場合は、学長選考・監察会議が、あらかじめ当該学長に対し、再任

の意思を書面により確認するものとする。 

３ 学長選考・監察会議は、当該学長に再任の意思がある場合には、当該学長の職務に係る業績

調書及び所信表明書の審査等必要な調査及び面談を行い、これらの結果に基づき、再任の可否

を決定するものとする。 

４ 前項に規定する学長の再任の可否を決定する場合は、３分の２以上の委員が出席し、出席者

の３分の２以上の多数をもって決する。 

５ 学長選考・監察会議は、学長の任期が新たな中期計画期間にまたがる場合、学長に再任の意

思がない場合及び前項の審査の結果に基づき再任を否とした場合は、前３条の規定に基づき学

長の選考を行うものとする。 

 

 （特例措置） 

第８条 学長選考・監察会議は、学長が任期の途中で辞任するなど欠員が生じた場合又は大規模

災害その他の不測の事態によりこの要項に定める手続が履行できない場合において、特に必要

と認めるときは、残任期間等を考慮し、別に定める方法により選考することができる。 

２ 前項のほか、選考過程においてこの要項によりがたい特段の事情が生じた場合は、学長選考・

監察会議が関係者と協議のうえ決定することができる。 

 

（雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか、学長の選考に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が

別に定める。 

 

   附 記 

 この決定は、令和４年５月２０日から実施し、同年４月１日から適用する。 

 

 附 記（令６．９．２０） 

（実施期日） 

１ この決定は、令和６年９月２０日から実施する。 



（学長選考・監察会議決定の廃止） 

２ 次に掲げる学長選考・監察会議決定は、廃止する。 

 (1) 国立大学法人筑波大学学長選考基準（令和４年５月２０日） 

  (2) 国立大学法人筑波大学学長選考要項実施細則（令和４年５月２０日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙（第２条関係） 

 

学長選考基準 

 

筑波大学の建学の理念である「基礎及び応用諸科学について、国内外の教育・研究機関及

び社会との自由、かつ、緊密なる交流連携を深め、学際的な協力の実をあげながら、教育・

研究を行い、もって創造的な知性と豊かな人間性を備えた人材を育成するとともに、学術文

化の進展に寄与すること」を実現すべく、学長には以下の資質及び能力等が求められる。 

 なお、学長選考に際しては、「国籍、年齢、性別は問わない」こととする。 

 

１ 人格が高潔で、学識が優れ、かつ、筑波大学における教育研究活動を適切かつ効果的に

運営することができる者であり、情熱と実行力を有し、ビジョンを明示しながら中期計画

を策定・推進し、筑波大学の卓越性を高める者であると認められるものであること。 

 

２ 安定的な財政基盤の確立と適切な資源再配分を実現できる優れたリーダーシップを有す

ると認められるものであること。 

 

３ 高い志と優れた能力を有する教職員を登用し、不断の組織改革を行うとともに、積極的

に我が国における大学改革を先導し、大学運営を行う能力を有すると認められるものであ

ること。 

 

４ 国内外において豊富な経験を有し、国際的な視野と発信力を持ってグローバル化を推進

し、国際的互換性のある教育と研究を推進する能力を有すると認められるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号（第４条関係） 

公       示 

 

国立大学法人筑波大学学長選考要項（令和４年５月２０日学長選考・監察会議決定）第４条の

規定に基づき、下記のとおり選考日程その他学長の選考の実施に必要な事項を公示する。 

 

 年  月  日   

国立大学法人筑波大学学長選考・監察会議 

 

記 

 

１ 任  期               年  月  日～  年  月  日 

 

２ 選考日程 

 

学長候補者の推薦受付      年 月 日（ ）～ 月 日（ ） 

時 分から 時 分まで（ただし、土曜・日曜・祝日は除く。） 

  場 所 本部棟４階総務部長室 

 

学長候補者の氏名及び推薦書等 

の公示日            年 月 日（ ） 

 

学長予定者決定のための 

学長選考・監察会議の開催日   年 月 日（ ） 

 

学長予定者の氏名の公示日    年 月 日（ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 本公示は、筑波大学教職員専用サイトへの掲載及び本部棟の掲示板への掲示により行う。 

 



別記様式第２－１号（第５条関係） 

 

推 薦 書 

 

（西暦）  年  月  日   

 

 国立大学法人筑波大学学長選考・監察会議議長 殿 

   

国立大学法人筑波大学教育研究評議会 印 

 

 

 国立大学法人筑波大学学長選考要項第５条第１項第１号の規定による学長候補者として、下記

の者を推薦いたします。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 氏名（ふりがな）、年齢、現職、推薦経緯等を記載してください。 
 
 



別記様式第２－２号（第５条関係） 

 

推 薦 書 

 

（西暦）  年  月  日   

 

 国立大学法人筑波大学学長選考・監察会議議長 殿 

 

国立大学法人筑波大学経営協議会委員 

氏 名             印 

 

 

 国立大学法人筑波大学学長選考要項第５条第１項第２号の規定による学長候補者として、下記

の者を推薦いたします。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 氏名（ふりがな）、年齢、現職、推薦経緯等を記載してください。 
 



別記様式第３号（第５条関係） 
 

略   歴   書 
（西暦）  年  月  日 

 
（ふりがな） 
氏    名：                      
年    齢：  歳 
 
本 籍（国籍）： 
（注：本籍は都道府県名を，外国の国籍を有する場合はその国名を記入すること。） 

 
現 住 所： 
 （注：公表しません。） 

 
主要な学歴： 
（西暦）    年  月 
  〃      年  月 
  〃      年  月 
  〃      年  月 
  〃      年  月 
  〃      年  月 
 
学    位：（西暦）    年  月 
 
主要な職歴： 
（西暦）    年  月  日 ～（西暦）    年  月  日 
  〃      年  月  日 ～  〃      年  月  日 
  〃      年  月  日 ～  〃      年  月  日 
 
主要な学会活動等： 
（西暦）    年  月  日～ 
  〃      年  月  日～ 
  〃      年  月  日～ 
 

上記のとおり相違ありません。 
 
                 

（自 筆 署 名） 
 
 
 
 



別記様式第４号（第５条関係） 
 

業 績 調 書 
 
氏 名 （自筆署名）                 （西暦）  年  月  日現在 
 
 
 
記入要領 教育、研究その他の業績について、主要なものを簡潔に記入願います。（Ａ４サイズ

４ページ以内とします。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記様式第５号（第５条関係） 

 

推 薦 者 名 簿 

 

 

番号 所   属 職  名 氏名（自筆署名） 

   （代表者） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（ ／ ） 

  備考 １ 記入欄が足りない場合は、適宜２枚目の写しを取り記入してください。 

     ２ 代表者は、１番目の枠に記入してください。 

  



番号 所   属 職  名 氏名（自筆署名） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（ ／ ） 



別記様式第６号（第５条関係） 

 

同 意 書 

 

 

（西暦）  年  月  日   

 

 

  国立大学法人筑波大学学長選考・監察会議議長  殿 

 

 

氏名 （自筆署名）                

 

 

 国立大学法人筑波大学学長選考要項第５条第１項第１号又は第２号の規定による学長候補者と

して、推薦されることに同意します。 



別記様式第７号（第５条関係） 

 

所 信 表 明 書 

 

（西暦）  年  月  日 

氏名 （自筆署名）                

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（   字）  

 

 備考 １ 字数は２，０００字以内とし、簡潔に記載してください。 

    ２ 氏名は、自筆署名とします。 

 
 
 
 
 



別記様式第８号（第６条関係） 

 

公 示 
 

国立大学法人筑波大学学長選考要項第６条の規定に基づき、学長予定者を下記のとおり決定し

たので公示する。 

 

  年  月  日   

 

国立大学法人筑波大学学長選考・監察会議 

 

記 

 
１ 学長予定者 

氏 名 
 

現 職 
 
 
２ 決定理由 
 
 
 
 
 
 
３ 選考過程 
 

 

 


